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定款一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において平成21年７月10日開催予定の臨時株主総会に

定款一部変更について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ

いたします。  

 

記  

 

１．定款変更の理由  

（ 1）当社業務の拡充に伴い、現行定款第２条（目的）の一部を改定及び新設するも

のであります。  
（2）平成21年３月に第三者割当増資を実施した結果、平成21年５月11日における発行

済株式数が39,220 株となりました。今後の資本政策に機動的に対応するため、現

行定款第６条（発行可能株式総数）を変更するものであります。 

（3）補欠監査役の選任に係る決議の効力を有する期間を伸長するため、第34条(補欠

監査役)を新設するものであります。 

（4）上記変更に伴い、条数の繰下げを行なうものであります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．定款変更の内容  

変更の内容は以下のとおりであります。  

（下線＿は変更箇所を示しております。）  

現行定款  変更案  

第１章 総則 

（目 的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むこと

を目的とする。 

（１）～（17）（記載省略） 

（新  設） 

（18）前各号に附帯する一切の業務 

 

第２章 株式 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、

５１，２８０株とする。 

 

第５章 監査役及び監査役会 

（新  設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第34条～第47条（記載省略） 

第１章 総則 

（目 的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むこと

を目的とする。 

（１）～（17）（現行どおり） 

（18）飲食店業 

（19）    （現行どおり） 

 

第２章 株式 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、

１５６，８８０株とする。 

 

第５章 監査役及び監査役会 

（補欠監査役） 

第34条 法令に定める監査役の員数を欠

くことになる場合に備え、株主

総会において補欠監査役を選任

することができる。 

２ 補欠監査役の選任に係る決議の

効力は、当該選任のあった株主

総会後４年以内に終了する事業

年度のうち最終のものに関する

定時株主総会の開始の時までと

する。 

第35条～第48条（現行どおり） 

 

３．日程  

定款変更のための株主総会開催日 平成21年７月10日（予定）  

定款変更の効力発生日 平成21年７月10日（予定）  

 

以 上  

 

 


